
教育委員会定例会日程

平成２３年４月２５日

１ 開 会

２ 前回会議録の承認

３ 会議録署名委員の決定

４ 議事

日程第１

請願第２号

教育委員に政治的中立性を求める請願 （教育指導課）

日程第２

報告第４号

事務の臨時代理の報告（社会教育主事の任命）について （教育総務課）

日程第３

議案第１７号

小田原市社会教育委員の一部委嘱替えについて （生涯学習課）

日程第４

議案第１８号

小田原市郷土文化館協議会委員の一部委嘱替えについて （生涯学習課）

５ 協議事項

（１） 平成２４年度中学校使用教科用図書の採択について （資料１ 教育指導課）

６ 報告事項

（１）平成２２年度下半期寄付採納状況について （資料２ 教育総務課）

（２）小田原市教育振興基本計画策定スケジュール等について

（資料３ 教育総務課）

（３）計画停電に伴う学校給食の実施について （保健給食課）

（４）今年度教科書採択にあたっての要望書について （資料４ 教育指導課）

（５）東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童・生徒等の受け入れについて

（教育指導課）

７ 閉 会



平成２３年４月２５日

請願第２号

教育委員に政治的中立性を求める請願















報告第４号

事務の臨時代理の報告（社会教育主事の任命）について

小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年３月教

育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時代理したので、

同条第２項の規定により、これを報告する。

平成２３年４月２５日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男



社会教育主事の任命について

氏 名 所 属 職 名 発 令 年 月 日

村田 玲子 生涯学習課 係 長 平成２３年４月１日

小澤 美帆 生涯学習課 主 事 平成２３年４月１日

＜参 考＞

○社会教育主事の職務（社会教育法第９条の３：抜粋）

１ 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。但し、

命令及び監督をしてはならない。

○社会教育主事の資格（社会教育法第９条の４：抜粋）

１ 大学に２年以上在学して６２単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、

次に掲げる期間を通算した期間が３年以上になる者で、社会教育主事の講習を修了し

たもの

イ 社会教育主事補の職にあった期間

ロ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員そ

の他の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定するものに

あつた期間

ハ 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係の

ある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に

資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間（イ又はロに掲げる

期間に該当する期間を除く。）

3 大学に２年以上在学して、６２単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学

省で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第１号イからハまでに掲

げる期間を通算した期間が１年以上になるもの

4 次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者（第１号及び第２号に掲げる

者を除く。）で、社会教育に関する専門的事項について前３号に掲げる者に相当す

る教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの



議案第１７号

小田原市社会教育委員の一部委嘱替えについて

小田原市社会教育委員の一部委嘱替えについて、議決を求める。

平成２３年４月２５日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男



小田原市社会教育委員候補者名簿

【 候 補 者 】

選 出 区 分 学 校 教 育 関 係 者

氏 名 佐 藤 均

住 所 大磯町国府本郷

生 年 月 日 昭和３２年

備 考 小田原市立城南中学校

委 嘱 期 間 平成２４年７月３１日まで

【 前 任 者 】

選 出 区 分 学 校 教 育 関 係 者

氏 名 野 﨑 裕 司



小田原市社会教育委員候補者名簿

【 候 補 者 】

選 出 区 分 社 会 教 育 関 係 者

氏 名 一 寸 木 正 直

住 所 小田原市蓮正寺

生 年 月 日 昭和４２年

備 考 小田原市ＰＴＡ連絡協議会

委 嘱 期 間 平成２４年７月３１日まで

【 前 任 者 】

選 出 区 分 社 会 教 育 関 係 者

氏 名 本 多 克 好



社 会 教 育 委 員 名 簿

任期：平成22年8月1日～平成24年7月31日

役 職 選出区分 氏 名 備 考

議 長 社会教育関係者 遠 藤 豊 子
きらめき☆おだわら塾を

運営する会会長

副議長 学 識 経 験 者 瀬 沼 克 彰 桜美林大学名誉教授

委 員 学 識 経 験 者 石 川 信 雄 自治会総連合会長

〃 学 識 経 験 者 今 村 洋 一 市議会議員議長

〃 学 識 経 験 者 長 田 恵 子 公募

〃 学 識 経 験 者 小山田 大 和 公募

〃 学校教育関係者 佐 藤 均 城南中学校長

〃
家庭教育の向上に資

する活動を行う者
杉 﨑 雅 子 臨床心理士・学校心理士

〃 社会教育関係者 瀬 戸 昭 彦 市体育協会副会長

〃 学 識 経 験 者 中津川 悦 子 市文化連盟副会長

〃 学校教育関係者 夏 苅 宏 山王小学校長

〃 社会教育関係者 一寸木 正 直 市ＰＴＡ連絡協議会幹事

〃 社会教育関係者 横 山 けい子
市青少年健全育成連絡協議会副会

長

※委員は五十音順（平成２３年４月２５日現在）

○

○



議案第１８号

小田原市郷土文化館協議会委員の一部委嘱替えについて

小田原市郷土文化館協議会委員の一部委嘱替えについて、議決を求める。

平成２３年４月２５日提出

小田原市教育委員会

教育長 前田 輝男



小田原市郷土文化館協議会委員候補者名簿

【候補者】

選 出 区 分 学校教育関係者

氏 名 山口 実

住 所 小田原市浜町

生 年 月 日 昭和２６年

備 考 小田原市立足柄小学校

委 嘱 期 間 平成２３年８月３１日まで

選 出 区 分 学校教育関係者

氏 名 押切 千尋

住 所 小田原市中里

生 年 月 日 昭和２９年

備 考 小田原市立橘中学校

委 嘱 期 間 平成２３年８月３１日まで

【前任者】

選 出 区 分 学校教育関係者

氏 名 杉崎 憲男

選 出 区 分 学校教育関係者

氏 名 野﨑 裕司



小田原市郷土文化館協議会委員名簿

役 職 選出区分 氏 名 職 業 備 考

委員長 学識経験者 一寸木 肇 上大井小学校校長 自然（甲殻類）

副委員長 〃 奥野花代子 元・県立生命の星･地球博物館専門学芸員 博物館学

委 員 〃 明石 新 平塚市博物館館長 考古学・古代史

〃 〃 渋谷 武美 西相美術協会会員 美術（彫 塑）

〃 〃 鳥居 和郎 神奈川県立歴史博物館企画普及課長 歴史（中世史）

〃 〃 中村 ひろ子 神奈川大学大学院特任教授 民 俗

〃 〃 廣谷 浩子 県立生命の星･地球博物館主任学芸員 自然（哺乳類）

〃
学校教育

関係者
山口 実 足柄小学校長 （新任）

〃
学校教育

関係者
押切 千尋 橘中学校長 （新任）

任期：平成２３年８月３１日まで



１

資料１

平成２３年度【平成２４年度使用】中学校教科用図書採択の今後の予定（案）

会議名 日時・場所 出席者 内容

教育委員会

定例会・協議会

４/２５（月）

１８：５０～

教育委員 ・ 採択基本方針の検討

・ 今後の日程の検討

教育委員会

定例会・協議会

５/２４（火）

１９：００～

教育委員 ・ 採択基本方針確認

第１回小田原市教科用

図書採択検討委員会

５/２７（金）

１５：３０～

合庁３ＥＦ

採択検討委員 ・ 採択基本方針確認

・ 調査研究の方向性や日

程等の検討

第１回調査員会 ６/２（木）

１３：３０～

合庁３ＥＦ

採択検討委員長、

副委員長

各調査員 46 名

[下郡含む]

・ 調査員の委嘱

・ 調査研究について

第２回・３回調査員会 ６/６（月）

～７/８（金）

の間で２回

・ 調査員の都合で会場と

日時を決定

第４回調査員会 ７/１１（月）

１３：３０～

生涯学習セン

ター「けやき」

大会議室

採択検討委員長、

副委員長

各調査員 32 名

[下郡含む]

・ 調査研究報告書の作成

・ 調査研究報告

教科書展示会 ６月１７日（金）

～７月１日（金）

小田原合同庁舎

２階 9:00～17:00

市民・教員

教育委員会関係者

第２回小田原市教科用

図書採択検討委員会

７/１４（木）

１３：３０～
小田原アリーナ

大会議室

採択検討委員

調査員代表 13名
・ 調査研究報告

・ 質疑及び協議

教育委員会

臨時会・協議会

７/２５（月）

時刻未定
教育委員 ・ 採択理由の協議①

教育委員会

定例会・協議会

７/２８（木）

時刻未定
教育委員 ・ 採択理由の協議②

教育委員会

臨時会・協議会

８/ （ ）？

時刻未定
教育委員 ・ 採択の決定

事務局 西村 泰和 教育指導課長

長澤 貴 教職員担当課長

桒畑 寿一朗 指導・相談担当課長

菴原 晃 教育指導課指導主事



２

平成２４年度使用 中学校教科用図書 採択検討委員

No 所 属 氏 名 備 考

１ 小田原市小学校長会

２ 小田原市中学校長会

３ 小田原市小学校教育研究会

４ 小田原市中学校教育研究会

５ 小田原市小学校教員代表

６ 小田原市中学校教員代表

７ 小田原市[小中]学校教員代表

８ 小田原市ＰＴＡ連絡協議会 会長

９ 小田原市ＰＴＡ連絡協議会 副会長

調査員 名簿 (小田原市３３名＋下郡１３名＝４６名)

教科等 調査員氏名（学校名）

国 語 （下郡）

書 写 （下郡）

地理 （下郡）

歴史 （下郡）

公民 （下郡）

数学 （下郡）

理科 （下郡）

音楽 （下郡）

美術 （下郡）

保健体育 （下郡）

技術 （下郡）

家庭 （下郡）

英語 （下郡）



３

教 科 用 図 書 採 択 方 針 （案）H23.4.25 提示

小田原市教育委員会

１ 平成２４年度使用教科書の採択について

（１） 小学校用教科書・中学校用教科書及び特別支援学校用教科書は、学校教育法附則第

９条の規定による教科書を除き、「教科書目録（平成２４年度使用）」に登載されてい

る教科書のうちから採択すること。

（２） 小田原市教科用図書採択検討委員会は教科書の採択についての協議の結果において、

種目ごとの種類を絞り込むことなく、すべての調査研究の結果を報告すること。平成

２４年度使用中学校用教科書については、「中学校用教科書目録（平成２４年度使用）」

に登載されている教科書から採択する。なお、平成２４年度使用小学校用教科書につ

いては、平成２３年度に採択したものと同一の教科書を採択する。特別支援学級用教

科書については、児童生徒の障がいの種類、能力、適正等をかんがみ、最もふさわし

い内容のものを採択すること。

（３） 小田原市教育委員会は、採択の公正確保に向けて、採択事務の円滑な遂行に支障を

来たさない範囲で、採択にいたる経過、採択理由などを公開し、開かれた採択に努め

るとともに、外部からの不当な働きかけ等により採択が歪められないよう静ひつな採

択環境を確保すること。

２ 教科用図書採択基準

（１） 文部科学省の「教科書編集趣意書」、県教育委員会の「調査研究の結果」等を踏まえ、

学習指導要領に基づいて調査研究し、採択する。

（２） 採択権限を有する者の責任において、公明・適正を期し、採択する。

（３） 学校、児童･生徒、地域等の特性を考慮して採択する。



４

小田原市教科用図書採択検討委員会 設置要綱（案）H23.4.25 提示

（趣旨）

第１条 この要綱は、小田原市教科用図書採択検討委員会（以下「検討委員会」という。）

の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 小田原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が行う教科用図書の採択に関し、

必要な事項を調査検討することを目的として検討委員会を設置する。

（組織）

第３条 検討委員会は、おおむね次に掲げる機関・団体の構成員等から選出した者をもっ

て構成する。

（１） 教育委員会 ２名

（２） （１）校長会 ２名

（３） （２）教育研究会 ２名

（４） （３）教員 ２名 ３名

（５） （４）保護者 ２名

（６） （５）その他、教育委員会が必要と認める者

２ 委員の任期は当該年度の末までの１年とする。

（役員）

第４条 検討委員会に委員長１名及び副委員長１名を置くものとし、委員長、副委員長は

委員の中から互選により定める。

２ 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。

（会議）

第５条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。

２ 検討委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって開くことができる。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。



５

（調査員）

第６条 検討委員会は、専門事項を調査するため調査員を置くことができる。

２ 調査員は、学校教育に経験豊かな者のうちから委員長が委嘱する。

３ 調査員の任期は、その都度教育委員会が定める。

４ 調査員は県教育委員会から提示された資料等を参考にして、教科用図書を調査研究し、

また、採択に関し必要な資料を作成し、検討委員会に報告するものとする。

５ 教科用図書の調査研究については、足柄下採択地区協議会と相互に協力して行う。

（委員及び調査員の要件）

第７条 委員及び調査員は、教科用図書の採択に直接の利害関係を有しない公正な立場の

者を持って充てる。

（庶務）

第８条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育指導課に事務局を置き処理する。

（会計年度）

第９条 検討委員会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項については、

委員長が定める。

付 則

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

２ 平成２１年５月２１日 一部改正

３ 平成２３年 月 日 一部改正



６

子 教 第 10 号

平成 23 年 4 月 19 日

各教育事務所長 殿

子ども教育支援課長

平成 24 年度義務教育語学校使用教科用図書の採択方針について(通知)

このことについて､義務教育語学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和 38 年法律

第 182 号)第 10 条の規定に基づき､各市町村教育委員会あてに､別添写しのとおり通知しま

したので､御承知おきください｡

問い合わせ先

教育指導グループ 小山、大貫

内線 8223
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写

子 教 第 10 号

平成 23 年 4 月 19 日

各市町村教育委員会 殿

神奈川県教育委員会

平成 24 年度義務教育諸学校使用教科用図書の採択方針について(通知)

このことについて､義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和 38 年法律

第 182 号)第 10 条の規定に基づき､別添のとおり通知しますので､十分に御配慮くださるよ

うお願いします｡

問い合わせ先

教育局支援教育部子ども教育支援課

教育指導グループ 小山､大貫

電話(045)210-8223 (直通)
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平成 24 年度義務教育諸学校使用教科用図書採択方針

神奈川県教育委員会は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和

38 年法律第 182 号)第 10 条の規定に基づき、平成 24 年度に義務教育諸学校（学校教

育法（昭和 22 年法律第 26 号）において規定する小学校、中学校、中等教育学校の前

期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。）において使用する

教科用図書（学校教育法第 34 条第１項（同法第 49 条、第 70 条第１項及び第 82 条に

おいて準用する場合を含む。)及び附則第９条に規定する教科用図書をいう。以下同じ。）

について、市町村の教育委員会並びに国立及び私立の義務教育諸学校の校長の行う採択

に関し、その基準等を定めるとともに、教科用図書採択地区内における市町村立の小学

校及び中学校において使用する教科用図書の採択方法について、神奈川県教科用図書選

定審議会の答申に基づき、次のとおり定める。
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１ 平成 24 年度義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択について

(１) 小学校用教科書・中学校、中等教育学校の前期課程用教科書及び特別支援学校の小学

部・中学部用教科書は、学校教育法附則第９条の規定による教科書（以下「一般図書

（特別支援学校・学級用）」という。）を除き、それぞれの「教科書目録（平成 24 年度

使用）」に登載されている教科書のうちから採択すること。なお、一般図書（特別支援

学校・学級用）の採択は、毎年度、新たな図書を採択することができる。

(２) 採択地区審議会等は、教科書の採択についての審議の結果において、種目ごとの種類

を絞り込むことなく、すべての調査研究の結果を報告すること。

(３) 複数市町村で採択地区を構成する場合は、協議に臨む前にそれぞれの教育委員会とし

ての採択方針や採択事務に関するルールを事前に定め、予め公表することにより、採

択手続を明確にしておくこと。

(４) 採択権者は、適正かつ公正な採択の確保及び開かれた採択の推進を図る観点から、採

択事務の円滑な遂行に支障を来さない範囲で、採択地区審議会等の委員名、採択にい

たる経過、採択理由など教科書採択に係る情報について積極的な公開に努めること。

併せて、外部からの不当な働きかけ等により採択が歪められないよう静ひつな採択

環境を確保するとともに、関係者の意識の啓発に努めること。

(５) 神奈川県教科用図書選定審議会の設置期間終了後に教科用図書を採択する必要が生じ

た場合は、小学校用教科用図書調査研究の結果（平成 23･4･5･6 年度使用）及び中学

校、中等教育学校の前期課程用教科用図書調査研究の結果（平成 24･5･6･7 年度使用）

等を利用し、採択すること。

２ 教科用図書採択基準

(１) 文部科学省の「教科書編集趣意書」、県教育委員会の「調査研究の結果」等を踏まえ、

学習指導要領に基づいて調査研究し、採択する。

(２) 採択権者の責任において、公明・適正を期し、採択する。

(３) 学校、児童・生徒、地域等の特性を考慮して採択する。

３ １つの市等で教科用図書採択地区を構成している場合の採択方法（例）

市町教育委員会が単独で教科用図書を採択するため、次のとおり、教科用図書採択地区

（以下「採択地区」という。）に教科用図書採択地区審議会（以下「審議会」という。）な

どを置くことが望ましい。

この審議会の機能及び組織は、おおむね次のとおりである。

(１) 教科用図書を調査研究し、採択のための資料を作成する。

(２) 教科用図書に対する調査研究の資料等を活用し、種目ごとに教科用図書を調査研究

し、その結果を報告する。
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(３) 審議会は、おおむね次に掲げる機関・団体の構成員等から選出した者をもって構成する。

ア 教育委員会

イ 校長会

ウ 教育研究会

エ その他

(４) 審議会には、審議に必要な資料を作成するため、調査員会を置く。

(５) 調査員会は、種目ごとの教科用図書を学習指導要領の内容の取扱いなどについて調

査研究し、審議会での審議に必要な資料を作成し、報告する。

(６) 調査員は、学校教育に経験豊かな者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(７) その他、審議会における必要な事項は、審議会が教育委員会の意見を聴いて定める

ことができる。

４ 教科用図書採択地区内に２以上の市町村が存する場合の採択方法

教科用図書採択地区内の各市町村教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を

採択するため、次のとおり、教科用図書採択地区協議会（以下「協議会」という。）などを

置くことが望ましい。この協議会の機能及び組織は、おおむね次のとおりである。

(１) 県教育委員会の教科用図書採択基準に基づき、採択地区の教科用図書を調査研究し、

採択のための資料を作成する。

(２) 教科用図書に対する調査研究の資料等を活用し、種目ごとに教科用図書を調査研究

し、その結果を報告する。

(３) 協議会は、おおむね次に掲げる機関・団体の構成員等から選出した者をもって構成する。

ア 各市町村教育委員会

イ 校長会

ウ 教育研究会

エ その他

(４) 協議会には、協議に必要な資料を作成するため、調査員会を置く。

(５) 調査員会は、種目ごとの教科用図書を学習指導要領の内容の取扱いなどについて調

査研究し、協議会での協議に必要な資料を作成し、報告する。

(６) 調査員は、学校教育に経験豊かな者のうちから、協議会が委嘱する。

(７) その他、協議会における必要な事項は、協議会が各教育委員会の意見を聴いて定める

ことができる。
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５ 平成 24 年度使用中学校、中等教育学校の前期課程教科用図書調査研究の観点及び平成

24 年度使用特別支援教育関係教科用図書調査研究の観点

(１) 平成 24 年度使用中学校、中等教育学校の前期課程教科用図書調査研究の観点

平成 24・25・26・27 年度使用中学校、中等教育学校の前期課程教科用図書が、学習指

導要領に定められた各教科の目標や本県の生徒の学習等に鑑み、教材・配列などの取扱い

が適切なものであるかという視点に基づき、以下に具体的な「観点」の項目を定める。

ア 教科・種目に共通な観点

(ｱ) 教育基本法、学校教育法及び学習指導要領との関連

○教育基本法において、新たに規定された［教育の目標］（第２条）及び［学校教育］（第

６条第２項）の内容を踏まえているか。

［教育の目標］

第２条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目

標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心

を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精

神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養

うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神

に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

［学校教育］

第６条

２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発

達に応じて、体系的な教育が組織的に行わなければならない。この場合において、

教育を受けるものが、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進

んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行わなければならない。

○学校教育法において、新たに規定された［中学校教育の目標］（第 46 条）の内容を踏

まえているか。

［中学校教育の目標］

第 46 条 中学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、第 21 条各号

に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

② 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識

及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思

考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養

うことに、特に意を用いなければならない。
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○学習指導要領の各教科の目標を踏まえているか。また、教育内容の主な改善事項のう

ち、次の内容を踏まえているか。

・言語活動の充実

・伝統や文化に関する教育の充実

・道徳教育の充実

・体験活動の充実

(ｲ) かながわ教育ビジョンとの関連

○教育目標（めざすべき人間力像）に掲げた、次の内容を踏まえているか。

［思いやる力］他者を尊重し、多様性を認め合う、思いやる力を育てる。

［たくましく生きる力］自立した一人の人間として、社会をたくましく生き抜くこと

のできる力を育てる。

［社会とかかわる力］社会とのかかわりの中で、自己を成長させ、社会に貢献する力

を育てる。

(ｳ) 内容

○内容の程度は、生徒の発達の段階に即して適切であるか。

○既習内容を定着させるため、繰り返し学習させる内容は充実しているか。

○社会的状況を反映した題材を取り上げ、生徒が興味を持って学習できるように配慮さ

れているか。

○他の教科等との関連が必要に応じて取り上げられているか。

○一面的な見解だけを取り上げているところはないか。

○生徒の理解や習熟の程度に応じた、発展的な学習の内容の取扱いは適切であるか。

(ｴ) 構成・分量・装丁

○内容は全体として系統的、発展的に構成されているか。

○各内容の分量とその配分は適切であるか。

○体裁がよく、生徒が使いやすいように配慮されているか。

(ｵ) 表記・表現

○文章表現や漢字・かなづかい・用語・記号・計量単位・図版などの使用は適切であるか。

○文字の大きさ・字間・行間・書体などは適切であるか。

○文章・図版などの割付けは適切であるか。

イ 教科・種目別の観点

(ｱ) 国語（書写を除く）

○「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」についての教材の内容及び言語活

動例は適切に取り上げられているか。

○「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の教材例は適切に取り上げられてい

るか。
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○読書に親しむ態度を養うための配慮及び目的に応じた読書のための教材の提示が適

切であるか。

(ｲ) 書写

○毛筆と硬筆の教材例及び用筆、配列など基礎的な事項に関する教材例について適切

に取り扱われているか。

○楷書・行書・漢字・仮名の分量とその配分は適切であるか。

○文字文化や社会生活との関連を図った教材例は適切に配列されているか。

(ｳ) 社会（地図を除く）

○諸資料に基づいて多面的・多角的に考察するために、社会的事象に関する基礎的な

知識や技能等を習得させるよう配慮されているか。

○思考力・判断力・表現力等の能力育成について配慮されているか。

○統計その他の資料は、最新のもので、信頼性があり、生徒の発達の段階に即しているか。

(ｴ) 地図

○基本図・部分図・資料図などは適切に配列されているか。

○統計、各種の資料は、最新のもので、信頼性があり、生徒の発達の段階に即しているか。

○地図・絵図・索引などが適切であり、生徒の発達の段階に即しているか。

(ｵ) 数学

○数学的活動として、数や図形の性質などを見いだす活動、数学を利用する活動及び

数学的に説明し伝え合う活動が適切に配列されているか。

○基礎的、基本的な知識、技能の定着を図るため、発達や学年の段階に応じたスパイ

ラルによる学習活動は適切に配列されているか。

○言葉や数、式、図、表、グラフなどを用いて表現したり、説明したり、伝え合った

りする活動が適切に取り上げられているか。

○そろばん、電卓、コンピュータや情報通信ネットワークなどの利用が適切に設けら

れているか。

(ｶ) 理科

○科学に関する基本的概念の定着が図れること、さらに、科学的な見方や考え方、総

合的なものの見方が育成できるよう配慮されているか。

○科学的な思考力、表現力の育成が図れるよう、目的意識を持って観察、実験を主体

的に行い、観察、実験の結果を分析し解釈する能力や、導き出した自らの考えを表

現する能力の育成に配慮されているか。

○科学を学ぶ意義や有用性を実感させ、科学への関心を高められるよう、日常生活や社

会との関連が図られたり、環境教育の充実が図られたりするよう配慮されているか。

○科学的な体験、自然体験の充実を図るため、原理や法則の理解を深めるためのもの

づくりや継続的な観察や季節を変えての定点観測など、科学的な体験や自然体験の

充実が図れるよう配慮されているか。
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(ｷ) 音楽

○音楽に対する感性を豊かにし、主体的な学習活動に関して配慮されているか。

○表現や鑑賞及び共通事項の学習内容が相互に関連しながら取り扱われ、音楽活動の

基礎的な能力を伸ばす学習の展開は工夫されているか。

○表現や鑑賞の教材は、多様な音楽の中から適切に選択されているか。

○音楽文化についての理解を深める学習内容は充実しているか。

(ｸ) 美術

○生徒が自らつくりだす喜びを味わえるように、表現及び鑑賞の内容が適切であり、

表現活動の内容を関連付けたり、一体的に扱ったりして活動の幅が広がる題材にな

っているか。

○表現や鑑賞、美術文化などに係る作品は、表現の方法や教材などが多様なものから

適切に選択され、生徒が関心や親しみのもてる作品であるか。

○印刷やレイアウトは、色彩豊かでバランスのとれた構成となっているか。

(ｹ) 保健体育

○生徒自ら課題を設定し解決に向けて取り組み、その過程を振り返る学習により、問

題解決の能力を育成することに適した内容になっているか。

○健康・安全について生徒が興味関心を高め、科学的な理解を促すための資料が取り

上げられているか。

○科学的な理解を深め、思考力・判断力等を育成するために知識を活用する学習が適

切に取り上げられているか。

(ｺ) 技術・家庭

○生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技術の習得のために、製作、整備、操作、

調理などの実習や、観察・実験、見学、調査・研究などの実践的・体験的な学習活

動が、適切に取り上げられているか。

○生活と技術とのかかわりについて理解を深めるよう配慮されているか。

○進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てるための学習活動や資料等

が、適切に取り上げられているか。

(ｻ) 英語

○「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」についての言語活動をバランスよ

く配置し、コミュニケーション能力の基礎を養えるように工夫されているか。

○入門期では、小学校で扱った音声や表現などを取り入れるなど、小学校における外

国語活動との関連に留意した構成となっているか。

○世界の文化やくらしなど、国際理解を深めることにつながる興味・関心を、引き出

し育てる内容が適切に取り上げられているか。
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(２) 平成 24 年度使用特別支援教育関係教科用図書調査研究の観点

小学校若しくは中学校、中等教育学校の前期課程の特別支援学級又は特別支援学校の

小学部若しくは中学部において使用する教科用図書が、学習指導要領に定められた各教

科の目標や本県の障害のある児童・生徒の障害の程度や発達の状態等に鑑み、その取扱

いが適切なものであるかという視点に基づき、以下に具体的な「観点」の項目を定める。

ア 教科・種目に共通な観点

(ｱ) 教育基本法、学校教育法及び学習指導要領との関連

○教育基本法において、新たに規定された［教育の目標］（第２条）及び［学校教育］（第

６条第２項）の内容を踏まえているか。

［教育の目標］

第２条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目

標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心

を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精

神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う

こと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神

に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

［学校教育］

第６条

２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発

達に応じて、体系的な教育が組織的に行わなければならない。この場合において、教

育を受けるものが、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで

学習に取り組む意欲を高めることを重視して行わなければならない。

○学校教育法において、新たに規定された［小学校教育の目標］（第 30 条）及び［中学校

教育の目標］（第 46 条）の内容を踏まえているか。

［小学校教育の目標］

第 30 条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度に

おいて第 21 条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

② 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知

識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思

考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養う

ことに、特に意を用いなければならない。

［中学校教育の目標］

第 46 条 中学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、第 21 条各号
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に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

② （小学校を準用）

○学習指導要領の各教科の目標を踏まえているか。また、教育内容の主な改善事項のうち、

次の内容を踏まえているか。

・言語活動の充実

・伝統や文化に関する教育の充実

・道徳教育の充実

・体験活動の充実

(ｲ) かながわ教育ビジョンとの関連

○教育目標（めざすべき人間力像）に掲げた、次の内容を踏まえているか。

［思いやる力］他者を尊重し、多様性を認め合う、思いやる力を育てる。

［たくましく生きる力］自立した一人の人間として、社会をたくましく生き抜くこと

のできる力を育てる。

［社会とかかわる力］社会とのかかわりの中で、自己を成長させ、社会に貢献する力を育

てる。

(ｳ) 内容

○内容の程度は、児童・生徒の発達の段階や障害の状態・能力・適性からみて適切であるか。

○内容の選択と扱いは学習指導を進める上で適切であるか。

○児童・生徒の生活や経験及び関心に対する配慮がなされ、かつ、自主的・自発的な学

習を進める上でも適切であるか。

○他の教科等及び自立活動との関連が必要に応じて配慮されているか。

○一面的な見解だけを取り上げているところはないか。

(ｴ) 構成・分量・装丁

○内容は全体として系統的、発展的に構成されているか。

○各内容の分量とその配分は適切であるか。

○体裁がよく、堅牢であり、児童・生徒が使いやすく、安全性にも配慮されているか。

(ｵ) 表記・表現

○文章表現や漢字・かなづかい・用語・記号・計量単位・図版などの使用は適切であるか。

○文字の大きさ・字間・行間・書体などは適切であるか。

○文章・図版などの割付けは適切であるか。

イ 教科・種目別の観点

教科・種目別の観点については、平成 23 年度使用小学校教科用図書調査研究の観点及び

平成 24 年度使用中学校、中等教育学校の前期課程教科用図書調査研究の観点に準ずるもの

とする。

































平成２２年度下半期寄付採納状況について

金銭

寄 付 者 寄 付 金 額 寄付目的 備考

１

佐藤 北久山 17,107 円
小田原市郷土文化館事業充実

のため

主 に松 永 記念

館、郷土文化館

の郷 土 資 料収

集・保管活用事

業用に活用予定

２

匿名 400,000 円

酒匂中学校、富士見小学校、下

府中小学校、酒匂小学校の図

書充実のため

各学校選定の図

書を購入済

３ 埼玉県さいたま市見沼区東

大宮 4 丁目 47番 7 号

ウエルシア関東株式会社

代表取締役社長 池野 隆

光

15,000,000 円

富士見小学校及び富士見小学

校区放課後児童クラブ整備費と

して

放課後児童クラ

ブの改修工事に

活用予定

演劇無料提供

寄 付 者 公 演 名 寄付目的 備考

１
横浜市青葉区あざみ野１－２

４－７

四季株式会社 代表取締役

社長 浅利 慶太

「こころの劇場」

劇団四季ミュー

ジカル

『嵐の中の子ども

たち』

青少年の情操教育のため

小田原市立小学

校に通う小学 4

年生等に対する

演劇鑑賞の提供

物品

寄 付 者 寄 付 物 品 見 積 額 使 途 先

1 小田原市栄町 1-2-1

小田原駅前ビル４階

FAO 小田原（小田原

フットサルアカデミー）

会長 古川 剛士

フットサル用ゴール ２個、フット

サル用ボール ５個
105,000 円

小田原市内での

フットサル普及の

ため

２

匿名
自作書籍「カルガモ ガッコ」 40

冊
不明

小田原市内市立

小学校・市立幼

稚園・かもめ図書

館・生涯学習セ

ンター本館けや

き図書室などへ

の寄附として

資料２



３

佐藤 なかや

『小田原聖十字教会』2 点、『伝肇

寺（みみずく寺）』3点、『白秋が歩

いた道』1 点、『小田原聖十字教

会（古写真複写）』1 点

不明

小田原市郷土文

化館の展示・研

究資料

４ 東京都墨田区錦糸

1-2-1 アルカセントラ

ル 6 階

ライオンハイジーン株

式会社 代表取締役

社長

川添 衆

キレイキレイ薬用泡が出る消毒薬

（700ｍｌポンプ式）1,850 個

キレイキレイ薬用泡が出る消毒薬

（4L 詰替え用）3,825 本

13,390,000 円程度

小田原市立小学

校の感染症対策

用として

５

佐藤 北久山

北原白秋関係 創作木版画

（『揺りかごの唄』、『からすの親

子』、『七面鳥』、『陽だまりのね

こ』、『水車小屋』、『大仏』、『前田

夕暮』、『すずめ泣け泣け』、『川

辺の唄』、『自画像』、『すずめの

会話』、『舟』、『恵那山』、『小田

原城』、『南風の港』、『おたまじゃ

くし』、『みみずく』、『ふぶきの牛

（大）』、『水遊び』、『荻窪村』、

『黒ねこ』、『親子のスズメ』、『盆

踊り』、『からたちの花』、『テニ

ス』、『月夜のみみずく』、『少

女』、『赤い鳥小鳥』、『村長さ

ん』、『子どもの夏』、『吹雪の

牛』、『馬車』、『この道は』、『独

楽』、『ぞうさん』 各 1 点） 計 35

点

干支関係 創作木版画 12 点

不明

（3,750,000 円程度）

小田原市郷土文

化館の展示・研

究資料

６

匿名 電子ピアノ 1 台 不明（中古） 酒匂中学校備品

７ 小田原市永塚 306 番

地

多田 貢

エレクトーン 1 台 不明（中古）
下曽我小学校の

備品

８
小 田 原 市 羽 根 尾

460-1

重本電気工芸株式会

社 重本 浩志

卓球台 1 台 69,800 円 橘中学校の備品

９

俳句座☆シーズンズ

湘南支部
「トコトコ季語かるた」30 個 60,000 円

市内小学校及び

教育指導課､教

育研究所、図書

館ほかの備品



10 小 田 原 市 中 曽 根

355-5

小田原市立東富水幼

稚園 保護者と教師

の会 会長 千葉 真

理子

のびのびベーシックロッカー

3 台
259,518 円

小田原市立東富

水幼稚園の備品

11

匿名
SP 盤レコード「唱歌 桃太郎・

二宮金次郎」1 枚
不明

小田原市教育委

員会のために役

立てるものとして

12

匿名

オリオン ジェットヒーター

マグネットスクリーン ライト

オンザライト

169,785 円
小田原市立酒匂

中学校備品

13 小田原市堀之内１番

地

相模読売会 西部支

部 支部長 YC 小田

原報徳 綿貫 徹

図書「ポケモンといっしょにおぼ

えよう！熟語大辞典」小学校各ク

ラスに 1 冊ずつ（394 冊）

「子どものニュースウィークリ

ー2011 年版」小学 4 年から 6 年

生の各クラスに 1 冊（169 冊）

478,474 円

市内市立小学生

の情操教育のた

め

14

匿名 コートローラー 350kg 1 台 67,620 円
小田原城山庭球

場の備品として

15 株式会社みずほフィ

ナンシャルグループ

株式会社損保ジャパ

ン

明治安田生命保険相

互会社

第一生命保険株式会

社

黄色いワッペン 28,390 円

市立小学校新入

学児童への配布

物として

16 小田原市柳新田 129

―3 小田原市立報

徳幼稚園 保護者と

教師の会 会長 工

藤 里美

アルミ製安全柵 1300 ステン

カラー2 台、お知らせスタンド

（グリーン）1 台、サッカー用ゴ

ールネット 1 対、メッシュベス

ト 70 枚

120,610 円
報徳幼稚園用と

して

17 小田原市鬼柳 172-9

小田原市卸センター

内

小田原城北ロータリ

ークラブ

図書「二宮金次郎正伝」50 冊 99,750 円

市内市立小中学

校の図書室、市

施設図書コーナ

ー、教育研究所

の備品として

18

匿名

ワンタッチテント１張（ベルマー

クより）、キーボード（スタンド、

イスセット）1 台

111,337 円
前羽幼稚園の備

品のため

19 小 田 原 市 柳 新 田

129-3

小田原市立報徳幼稚

園 平成 22年度修了

児 保護者代表 工

藤 里美

折りたたみ式画用紙乾燥棚はね

あげ 35 段 1 台
88,500 円

報徳幼稚園の備

品として



20 小田原市南町 1 丁目

1 番 40 号

財団法人小田原市公

営事業協会

理事長 一寸木 吉

久

面白自転車ＳＬサイクル 1 台 181,440 円
青少年健全育成

のため

21 小田原市酒匂 6 丁目

8 番 26 号

酒匂幼稚園保護者と

教師の会 会長 梶

白 早美

加湿器 4 台、ＨＡＢＡ積み木

１セット、プール用すのこ 1

台、運動用マット 2 枚

144,400 円
酒匂幼稚園の教

具･備品として

22 小田原市酒匂 6 丁目

8 番 26 号

酒匂幼稚園保護者と

教師の会 会長 梶

白 早美

カーテン 4 枚 37,769 円
酒匂幼稚園の施

設として

23 小田原市中村原 697

―13 橘環境ボランテ

ィアクラブ 代表 石

塚 八郎

桜 苗木 2 本 14,000 円

小田原市立下中

幼稚園の設備と

して

24

匿名

旧古稀庵資料

１座卓

２山縣有朋（含雪）書

「至神」絹本墨書 明治 40 年

（1907）春 額装

３山縣有朋（含雪）書

「聖寿無弱」絹本墨書

年代不明 額装

４伊藤博文ヵ書「古稀庵」絹本

墨書 明治 41 年（1908）3

月 額装

５ライトスタンド

不明

小田原市郷土文

化館の展示・研

究資料として

25

匿名 サッカーゴール 1 組 67,200 円

小田原市立下中

幼稚園の備品と

して

26

匿名
ＥＫＡ６０５ スーパーライン

引 ４ＷＴ 1 台
39,200 円

下府中小学校の

備品のため

27 小田原市矢作２３１番

地

小田原市立矢作幼稚

園 保護者と教師の

会 会長 杉本 かお

り

園名パネル 1 式、積み木「カプ

ラ」4 箱
216,100 円

矢作幼稚園の備

品として



小田原市教育振興基本計画策定スケジュールについて

１．目的・概要

小田原市教育委員会では現在、「小田原市教育都市宣言」の趣旨を踏まえ、２１世紀を担う子どもたちの「生きる

力」を育み、地域性を生かした学校教育の創出に向けて平成１５年に策定した「小田原市学校教育推進計画－おだ

わらっこ教育プラン」に基づき、小田原の資産や資源を生かして、地域とともに歩む学校づくりを進めているとこ

ろである。

この「小田原市学校教育推進計画」は、平成１５年度から２４年度までの１０年間を計画期間としているが、平

成１８年１２月に改正された教育基本法第１７条第２項では、「地方公共団体において、政府の基本方針を参考にし

つつ、その地域の実情に応じて教育の振興のための施策に関する計画を策定するよう努めること」と規定されたこ

と、また、平成２３年度からスタートしている市の総合計画の内容を踏まえた計画にする必要があることから、平

成２３年度に策定作業を実施し、２４年度から「小田原市教育振興基本計画」に則った教育行政を推進していくも

のである。

この教育振興基本計画は教育委員会だけで成し得るものではなく、学校、保護者、地域住民、企業、社会教育団

体、教育行政の専門家など、社会全体で取り組むことが求められているため、「小田原市教育振興基本計画」の策定

を行うにあたり、本市の教育行政に精通している学識経験者や関係団体等で策定委員会を構成し、計画の内容につ

いて専門的、総合的に検証していただく予定である。また、策定委員会に作業部会を置き、教育振興基本計画の策

定に関する事項を専門的に調査研究し、その結果を策定委員会に報告する。

２．スケジュール

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

教育委員会定例会

●
４月

定例会

●
８月

定例会

●
１０月
定例会

●
１２月
定例会

●
１月

定例会

策定委員会

●
第１回

●
第２回

●
第３回

作業部会
計画の取りまとめ

委員の決定
（公募含む）

・基本計画の検討

提案

基本構想（教育における基
本的な考え方）の検討

第１回～３回

検討 提案検討

第４回～５回
・第１回策定委員会での意
見をもとに検討

策定委員と
随時調整・
意見交換

第６回～８回
・第２回策定委員会での意
見をもとに検討

・基本計画等の検討

提案検討

第９回

策定委員と
随時調整・
意見交換

スケジュール
等説明

提案・
意見聴取

提案・
意見聴取

議案提出・
議決

策定委員と
随時調整・意

見交換

提案・
意見聴取

資料 ３



小田原市教育振興基本計画策定委員会名簿

氏 名 職 業 等

1 鈴木 みゆき 学識経験者（関東学院大学准教授）

2 二見 栄一 小学校長代表者（新玉小学校校長）

3 大場 得信 中学校長代表者（酒匂中学校校長）

4 小田原市自治会総連合代表者

5 小田原市ＰＴＡ連絡協議会代表者

6 畠山 康 小田原箱根商工会議所専務理事

7 小田原医師会代表者

8 小田原市青少年健全育成連絡協議会代表者

9 片山 美代子 小田原市体育協会理事

10 小谷 カツエ 小田原市保育会研修委員会副委員長

11 平松 章子 私立幼稚園協会副会長

12 有賀 かおる 小田原市チーフコーディネーター

13 公募市民



区分 氏 名 所 属 等

二見 栄一 小学校長代表者（新玉小学校校長）

大場 得信 中学校長代表者（酒匂中学校校長）

岩崎 由美子 小学校教頭代表者（千代小学校教頭）

石井 政道 中学校教頭代表者（白山中学校教頭）

小菅 克己 小学校総括教諭代表者（早川小学校）

石井 朝方 中学校総括教諭代表者（千代中学校）

小川 恵子 東富水幼稚園園長

金本 晃二 教育総務課施設係主事

桒畑 寿一朗 教育指導課指導・相談担当課長

鈴木 一彦 教育指導課指導主事

鈴木 富子 保健給食課保健係長

山田 まゆみ 保健給食課給食係長

保
育
課

遠藤 文子 子ども青少年部保育課保育係長

阿部 祐之 教育総務課副課長

甕 亜希子 教育総務課主任

井上 晃輔 教育総務課主任

小田原市教育振興基本計画策定委員会 作業部会員名簿

事
務
局

学
校
関
係

教
育
委
員
会








